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「歯科訪問診療料」に関する歯科診療報酬の主な変遷１

概 要

S63.6 ・「在宅患者訪問診療料（480点）」新設
→常時寝たきり又はこれに準じる状態（「特定疾患治療研究事業」に掲げる疾患に罹患しており、都道
府県知事から医療受給者証の発行を受けている患者）に対して定期的に訪問して診療を行った場合
の評価の評価

H2.4 ・「在宅患者訪問診療料」の引き上げ（480点→520点）

H4.4 ・「在宅患者訪問診療料」の引き上げ（520点→650点）

H6.4 ・「在宅患者訪問診療料」の引き上げ（650点→680点）

H6.10 ・「往診料」及び「在宅患者訪問診療料」を「歯科訪問診療料Ⅰ（620点）」と「歯科訪問診療料Ⅱ（430点）」
に改組改組
→居宅において、療養を行っている患者であって、通院困難なものに対して、患者の求めに応じて訪
問歯科診療を行った場合又は当該歯科診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた場合

→「Ⅰ」：「Ⅰ」以外
「Ⅱ」 社会福祉施設等で同時に複数の患者に対して歯科診療を行った場合「Ⅱ」：社会福祉施設等で同時に複数の患者に対して歯科診療を行った場合

H8.4 ・「歯科訪問診療料Ⅰ」及び「歯科訪問診療料Ⅱ」の引き上げ（「Ⅰ」620点→710点、「Ⅱ」430点→460点）

H10.4 ・「歯科訪問診療料Ⅰ」の引き上げ（710点→920点）

H12.4 ・「歯科訪問診療料1（920点）」と「歯科訪問診療料2（400点）」の要件を見直し
→施設の種別と歯科訪問診療を行う人数で評価
→「1」：居宅又は社会福祉施設等において通院困難な患者1人に対して歯科訪問診療を行った場合
「2」 社会福祉施設等において通院困難な複数の患者に対して歯科訪問診療を行った場合で
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「2」：社会福祉施設等において通院困難な複数の患者に対して歯科訪問診療を行った場合で、
1人目及び2人目以降(30分以上)の患者

・「歯科訪問診療料2」の引き下げ（460点→400点）



「歯科訪問診療料」に関する歯科診療報酬の主な変遷２

概 要概 要

H14.4 ・「歯科訪問診療料」の対象者を明確化

→「常時ねたきりの状態等であって、居宅又は社会福祉施設等において療養を行っており、疾病・

傷病のため通院困難な患者に対し屋内で行った場合」傷病のため通院困難な患者に対し屋内で行った場合」

・「歯科訪問診療1」及び「歯科訪問診療料2」の引き下げ（「1」：920点→830点、「2」：400点→380点）

H18.4 ・「歯科訪問診療料」の要件を見直し

歯 診 際 該患者 族等 書提供 算定→歯科訪問診療を行った際に、当該患者又はその家族等に対して、文書提供を行った場合に算定

H20.4 ・「歯科訪問診療料」の要件を見直し

→文書提供の要件を廃止

・「在宅療養支援歯科診療所」を位置づけ

→在宅療養を後方から支援することを目的として、歯科訪問診療料の実績があり、高齢者の口腔

機能管理に係る研修を受けた1名以上の常勤歯科医師の配置等を要件とした歯科診療所

H22.4 ・「歯科訪問診療料」の評価体系を簡素化

→同一建物居住者の有無と診療時間で評価

→「1」：同一建物居住者以外で20分以上診療を実施した場合→ 1」：同 建物居住者以外で20分以上診療を実施した場合

「2」：同一建物居住者で20分以上診療を実施した場合
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訪問歯科診療に用いる器具の携行に関する歯科診療報酬の主な変遷

概 要

H4.4 ・「切削器具加算（＋300点）」新設

切削器具及びその周辺装置を携行した場合の加算

H12 4 「切削器具周辺装置加算 を「エアタ ビン及びその周辺装置（＋200点） と「歯科用電気H12.4 ・「切削器具周辺装置加算」を「エアタービン及びその周辺装置（＋200点）」と「歯科用電気

エンジン及びその周辺装置（＋50点）」に分類して評価

H20.4 ・「在宅患者等急性歯科疾患対応加算（「1回目」：＋232点、「2回目：＋90点）新設H20.4 在宅患者等急性歯科疾患対応加算（ 1回目」：＋232点、 2回目：＋90点）新設

→歯科訪問診療を行うに当たって、切削を伴う処置等に即応できるよう切削器具及びそ

の周辺装置を常時訪問先に携行した場合の評価

→「1回目」：1回目の歯科訪問診療時→「1回目」：1回目の歯科訪問診療時

「2回目以降」：2回目以降の歯科訪問診療時

H22.4 「エアタービン及びその周辺装置」、「歯科用電気エンジン及びその周辺装置」を「在宅患者装 気 装

等急性歯科疾患対応加算」に統合
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訪問歯科診療における歯科衛生士等の指導に関する
歯科診療報酬の主な変遷１

概 要

S63.6 ・「在宅患者訪問看護・指導料（230点）」新設

→家庭において療養を行っている患者であって、寝たきりの状態又はこれに準じる状態であって、保

健婦又は看護婦を訪問させて療養上の指導を行った場合の評価

H2 4 ・「在宅患者訪問看護・指導料」の要件見直しH2.4 「在宅患者訪問看護 指導料」の要件見直し

→保健婦又は看護婦に限定されていた行為について、歯科衛生士又は准看護婦による場合を追加

・「在宅患者訪問看護・指導料」の引き上げ

保健婦 看護婦の場合：230点→360点保健婦、看護婦の場合：230点→360点

歯科衛生士、准看護婦の場合：230点→290点

H4.4 ・「在宅患者訪問看護・指導料」の引き上げ

保健婦 看護婦 場合 点 点保健婦、看護婦の場合：360点→450点

歯科衛生士、准看護婦の場合：290点→400点

H6.4 ・「在宅患者訪問看護・指導料」の引き上げ

保健婦、看護婦、歯科衛生士の場合：450点→480点

准看護婦の場合：400点→430点

H6 10 ・「在宅患者訪問看護・指導料」を「訪問歯科衛生指導料（250点）」に改組
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H6.10 ・「在宅患者訪問看護・指導料」を「訪問歯科衛生指導料（250点）」に改組

→訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健婦、看護婦又は准看護婦が訪問し

て療養上の指導を行った場合の評価



訪問歯科診療における歯科衛生士等の指導に関する
歯科診療報酬の主な変遷２

概 要

H9.4 ・「訪問歯科衛生指導料」の引き上げ（250点→350点）

H10.4 ・「訪問歯科衛生指導料」を「訪問歯科衛生指導料Ⅰ（500点）」と「訪問歯科衛生指導料Ⅱ（250点）」に

分離

→「Ⅰ」：「Ⅱ」以外Ⅰ」 Ⅱ」

「Ⅱ」：社会福祉施設等で同時に複数の患者に対して指導を行った場合

H12.4 ・「訪問歯科衛生指導料」を「複雑なもの（500点）」と「簡単なもの（80点）」に組み替え

→「複雑なもの」：1対1で20分以上指導を行った場合→「複雑なもの」：1対1で20分以上指導を行った場合

「簡単なもの」：1人又は複数の患者に対して指導を行った場合

H14.4 ・「訪問歯科衛生指導料（複雑なもの）」を分離

1回目 500点→550点 2回目 500点→300点1回目：500点→550点、2回目：500点→300点

H16.4 ・「訪問歯科衛生指導料（複雑なもの）」を統合

1回目：550点→350点、2回目：300点→350点
・「訪問歯科衛生指導料（簡単なもの）」を引き上げ（80点→100点）

H22.4 ・「訪問歯科衛生指導料（複雑なもの）（簡単なもの）」を引き上げ

複雑なもの350点→360点
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複雑なも 点→ 点

簡単なもの100点→120点



在宅歯科医療に係る歯科診療報酬上の取扱い

「歯科訪問診療料」は 訪問先に関わらず 訪問診療の「時間」及び同 建物における「患者数」で整理・「歯科訪問診療料」は、訪問先に関わらず、訪問診療の「時間」及び同一建物における「患者数」で整理。
・個々の診療は、出来高で算定。

居宅、居宅系施設 1人の患者を診療 複数の患者を診療

20分
以上

歯科訪問診療料1
（830点）

歯科訪問診療料2
（380点）

在宅患者等急性歯科疾患対応加算
（歯科治療に必要な切削器具等を携行している場合）

通院困難な患者

通

20分
未満

歯科初診料（218点）又は
歯科再診料（42点）

歯科初診料（218点）又は
歯科再診料（42点）

訪問歯科
診療の
提供

（歯科治療に必要な切削器具等を携行している場合）
同一初診期間中：1回目：232点、2回目以降：90点歯科の標榜がない病院（介護

療養型医療施設等含む。）

通
院
困
難
な提供

訪問歯科診療で実施される、
・う蝕治療
・有床義歯の作製や修理
・歯科疾患の指導管理

入院中の通院困難な患者

な
患
者

・歯科疾患の指導管理
歯科疾患在宅療養管理料
その加算である口腔機能管理加算
訪問歯科衛生指導料 など

・介護老人保健施設

・介護老人福祉施設

入所中の通院困難な患者
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歯科訪問診療料を算定した場合の一部の処置料、手術料、有床義
歯修理の加算等も含む。



在宅療養支援歯科診療所について

○在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所であり 平成20

＜施設基準＞

○在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所であり、平成20

年度改定時に創設

１ 歯科訪問診療料を算定している実績があること

２ 高齢者の心身の特性、口腔機能管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科

医師が１名以上配置されていること医師 名 置

３ 歯科衛生士が配置されていること

４ 必要に応じて、患者又は家族、在宅医療を担う医師、介護・福祉関係者等に情報提供できる

体制を整えていること体制を整えている と

５ 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保され

ていること

3996
4000

（施設）

歯援診 歯援診以外

＜届出医療機関数の推移（各年6月末現在） ＞ ＜在宅療養支援歯科診療所の診療報酬上の評価＞

3039
3744 3996

0

2000

歯援診 歯援診以外

退院時共同指導料Ⅰ 600点 300点

歯科疾患在宅療養管理料
（口腔機能管理加算）

140点
（＋50点）

130点
0

H20 H21 H22
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（口腔機能管理加算） （＋50点）



医科診療所退院時共同指導料

在宅歯科医療における医療機関間の連携等に係る診療報酬上の主な対応例

歯科の標榜が
ない病院

医科診療所

調剤薬局

退院時共同指導料
在宅患者連携指導料
介護支援連携指導料
診療情報提供料Ⅰ
地域歯科診療支援病院入院加算

入院患者
退院時カンファレンス、共同指導

①退院時共同指導料１

退院時カンファレンス、共同指導

②退院時共同指導料２

病院歯科等

連携して療養上の指導

③在宅患者連携指導料

⑤介護支援連携指導料

介護サービス等に

ついての説明・指導

入院患者
診療情報提供料Ⅰ

通院困難な在宅
療養患者、家族

在宅療養支援
歯科診療所

⑤介護支援連携指導料 より専門的な歯科治療が必要な

在宅療養患者の受入れ

④地域歯科診療支援病院入院加算

訪問歯科診療等
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歯科診療所

介護サービス事業所
診療情報提供料Ⅰ

一般歯科診療所



在宅歯科医療における医療機関間の連携等に係る

診療報酬上の主な対応例

項目/点数/実績【H22】 概 要

①退院時共同指導料１
600点（歯援診）

退院後の在宅療養を担う医科の保険医療機 入院中の保険医療600点（歯援診）
300点（歯援診以外）
【0件】

退院後の在宅療養を担う医科の保険医療機
関と連携している別の保険医療機関の歯科
医師又はその指示を受けた歯科衛生士

入院中の保険医療
機関の保険医、看
護師又は准看護師

共同での
説明、指導＋

②退院時共同指導料２
300点
【0件】

入院中の保険医療機関の
保険医又は看護師等

退院後の在宅療養を担う保険医療機
関の保険医又は看護師等

共同での
説明、指導＋

③在宅患者連携指導料
900点
【0件】

歯科訪問診療を実施し
ている保険医療機関の

訪問診療を実施している保険医療機関、
訪問薬剤管理指導を実施している保険

共有された
情報を踏ま＋【0件】

④地域歯科診療支援病

ている保険医療機関の
歯科医師

訪問薬剤管理指導を実施している保険
薬局又は訪問看護ステーション

情報を踏ま
えた指導

地域歯科診 歯科訪問診療料又は障害者加算を算定した患者で 歯科疾患

＋

院入院加算
＋300点 【43件】

⑤介護支援連携指導料
300点 【10件】

地域歯科診
療支援病院 受入れ

歯科訪問診療料又は障害者加算を算定した患者で、歯科疾患
管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を入院月又は前月に算定

保険医療機関（入院施設）の歯科医師又は 共同での300点 【10件】
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保険医療機関（入院施設）の歯科医師又は
その指示を受けた歯科衛生士、看護師等

介護支援専門員 共同での
説明、指導

＋

※実績件数は平成22年6月社会医療診療行為別調査から抽出



医療・介護保険における口腔関連サービスの提供

・歯科治療に関する費用は「歯科訪問診療料」やその他特掲診療料により医療保険で給付し、居宅の要介護者に対する歯科

医師または歯科衛生士による指導管理については、「居宅療養管理指導費」として介護保険により給付される。

・内容が重複する一部のサービス（例：歯科疾患在宅療養管理料と居宅療養管理指導）については給付調整がかかり、医療

保険と介護保険で同時に算定することができない。

要介護１～５(介護給付)

○口腔機能維持管理加算

診療報酬
（通院による歯科治療が困難な患者が対象） 要支援１・２(予防給付)

介護報酬

○口腔機能維持管理加算
（30単位 ／月）※介護保険施設が算定
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科
衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係
る技術的助言及び指導を行っている場合で
あって、入所者の口腔ケア・マネジメント

施
設

○歯科訪問診療料（診療日ごと）
歯科訪問診療１：830点
歯科訪問診療２：380点

あって、入所者の口腔ケア・マネジメント
に係る計画が作成されている場合を評価

○居宅療養管理指導費
歯科医師の場合：500単位／回（月2回を限度）
・指定居宅介護支援事業者に対する情報提供を行わなかった場合は、100

○訪問歯科衛生指導料（月4回まで）
複雑なもの：360点
簡単なもの：120点

○歯科疾患在宅療養管理料（月1回）

居
宅

指定居宅介護支援事業者に対する情報提供を行わなかった場合は、100
単位を減算
①歯科医師が居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、

指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定に

必要な情報提供

②並びに利用者若しくはその家族等に対する居宅サービスを利用する上での

○歯科疾患在宅療養管理料（月1回）
在宅療養支援歯科診療所の場合：140点
それ以外の場合：130点

歯科疾患の状態等を踏まえた管理を評価

②並びに利用者若しくはその家族等に対する居宅サ ビスを利用する上での

留意点、介護方法等についての指導及び助言等を行った場合を評価

歯科衛生士の場合：350単位／回（月4回を限度）
・居住系施設入所者等に対して行う場合は300単位

①訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が当該利用者
の居宅を訪問し 実地指導を行った場合を評価

・口腔機能管理加算（月1回）：50点
口腔機能評価結果を踏まえた管理を評価

○その他特掲診療料（義歯管理）
の居宅を訪問し、実地指導を行った場合を評価

13
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在宅歯科医療推進に係る基盤整備事業（医政局）

①在宅歯科医療を推進する歯科医師、歯科衛生士の養成講習会（平成20年度～）

（歯の健康力推進歯科医師等養成講習会）【 H22年度：7地区10会場 】
高齢者 寝たきり者等に対する在宅歯科医療 口腔ケア等を推進する歯科医師 歯科衛生士高齢者・寝たきり者等に対する在宅歯科医療、口腔ケア等を推進する歯科医師、歯科衛生士

の養成講習会。

②在宅歯科医療機器に関する歯科医療機関への補助制度（平成20年度～）②在宅歯科医療機器に関する歯科医療機関への補助制度（平成20年度～）
（在宅歯科診療設備整備事業）【H22年度：28都道府県】
上記①の講習会を修了した歯科医師が常勤する医療機関の在宅歯科医療に必要な機器等

に関する 初度設備整備事業に関する、初度設備整備事業。

③在宅歯科医療連携室整備事業（平成22年度～）【H22年度：18県】
医科・介護等との連携窓口、在宅歯科医療希望者の窓口、在宅歯科医療や口腔ケア指導者医科 介護等との連携窓口、在宅歯科医療希望者の窓口、在宅歯科医療や口腔ケア指導者

等の実施歯科診療所等の紹介、在宅歯科医療に関する広報、在宅歯科医療機器の貸出しな
どを行う在宅歯科医療連携室を整備する事業。

④予防・在宅歯科医療等対応教員養成講習会（平成22年度～）
歯科疾患の予防管理、高齢者や在宅療養者への診療、食育支援等に対応できる歯科衛生

士を養成するため、歯科衛生士養成施設の教員に対して講習を行う。

14



訪問先別の訪問歯科診療を実施している歯科診療所の割合

・施設において訪問歯科診療を実施している歯科診療所は増加しているが、居宅において訪問歯科診療を実施している

居宅 施設

施設において訪問歯科診療を実施している歯科診療所は増加しているが、居宅において訪問歯科診療を実施している

歯科診療所は減少している。

13.5%
13.0%

12 2%
14%

16%

居宅 施設

12.2% 12.1%

10 8%10%

12%

7 5%
8.7%

10.1%
10.8%

8%

10%

7.5%

4%

6%

0%

2%

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年平成11年 平成14年 平成17年 平成20年

15
（医療施設調査）



１歯科診療所当たりの訪問歯科診療実施件数（毎年9月分）

1歯科診療所当たりの訪問歯科診療実施件数（9月分）は 調査を重ねるごとに増加

居宅 施設（件）

・1歯科診療所当たりの訪問歯科診療実施件数（9月分）は、調査を重ねるごとに増加。

15.1 
16.2 

16 

18 

10 0

12.3 
12 

14 

6 3

7.9 

10.0 

8 

10 

2.9 

4.3 

6.3 

4 

6 

0 

2 

成 成 成 成平成11年 平成14年 平成17年 平成20年

16
（医療施設調査）



訪問歯科診療１回当たりの診療人数の分布

・訪問歯科診療の1回当りの平均の診療人数の分布は、訪問歯科診療の1回当りの平均の診療人数の分布は、
自宅では、1人以上、2人未満が90.0％、
自宅以外では、1人以上、2人未満が39.3％、2人以上、3人未満が11.1％

・自宅以外では、6人未満までの割合の合計で70％を占めている

14～15
15～
無回答

自宅 14～15
15～
無回答

自宅以外

9 10
10～11
11～12
12～13
13～14

9 10
10～11
11～12
12～13
13～14

5～6
6～7
7～8
8～9

9～10

5～6
6～7
7～8
8～9

9～10

1人以上、2人未満

2～3
3～4
4～5
5～6

1人以上、2人未満

2～3
3～4
4～5
5～6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

1人以上、2人未満

（％）※自宅以外には、居宅系施設、老人福祉施設、
歯科の無い病院などが含まれる。

（％）
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 

1人以上、2人未満

（平成21年度医療課調査）

歯科の無 病院などが含まれる。

17

訪問歯科診療1回あたりの診療人数を加味した歯科訪問診療料の算定点数の合計
自宅の場合：818点、自宅以外の場合：1,608点
（訪問歯科診療1回あたりの診療人数と平成22年度の体系、1人あたりの診療時間が20分以上として算出）



患者1人当たりの訪問歯科診療所要時間

・下位25％を除く、訪問歯科診療における

患者一人当たりの所要時間は全体で25

分以上となっている。

P<0.001
P<0.001

分以上となっている。

・下位25％を除く、訪問歯科診療における

患者 た 所 時 「自宅 が患者一人当たりの所要時間は、「自宅」が

30分以上と最も長く時間を要し、「介護関

連施設」と「その他」が20分以上と最も短

い。

n=188 n=71 n=29n=56n=32
最大値

上位25％
（参考）

n=188 n=71 n=29n=56n=32

（平成21年医療課調査）

中央値中央50％

18
最小値

下位25％



＜要介護者の現状＞

要介護者の口腔状態と歯科治療の必要性

（１）要介護者368名（男性：139名・女性：229名 平均年齢81.0±8.1）に対する調査

（２）無歯顎者（歯が1本もない者）：39.1％ 平均現在歯数：7.1本
（３）日常生活自立度が低下するほど 現在歯数は減少傾向にある（３）日常生活自立度が低下するほど、現在歯数は減少傾向にある。

（４）要介護度が高くなるほど、重度う蝕が多くなる傾向にある。

（５）義歯装着者は全体の77.2％で、その内、調整あるいは修理が必要なものが20.1％、新しい

義歯を作製する必要のあるものは38.0％
（６）また、要介護度が高くなるほど、歯科治療の必要性も高くなる傾向であった。

＜要介護者に対する歯科治療上の課題＞

（１）歯科治療の必要性については、74.2％のものが「何らかの歯科治療が必要であり、その

内容としては、補綴治療（義歯等の作製）、齲蝕治療、歯周治療の順であった。

（２）実際に歯科治療を受診した者は26.9%（２）実際に歯科治療を受診した者は26.9%

（３）要介護者は口腔内の状況が悪化しやすく、歯科治療を必要としているケースが多いにもか

かわらず、歯科治療を受診した者が少ない。

19
出典：情報ネットワークを活用した行政・歯科医療機関・病院等の連携による要介護者口腔保

健医療ケアシステムの開発に関する研究（平成14・15年度厚生労働科学研究費補助金
（長寿科学総合研究事業）．研究代表者：河野正司 新潟大学教授）



在宅歯科医療における歯科医師と医療職・介護職の連携状況

在宅歯科医療の実施状況別にみた医療職との連携の状況

在宅歯科医療の実施状況別にみた介護職との連携の状況在宅歯科医療の実施状況別にみた介護職との連携の状況

主治医との連携が取れていると回答した在宅歯科医療を実施している歯科医師は約60％、介護保険関係
職種との連携が取れていると回答した歯科医師は約21％となっている

出典：東京都内における在宅歯科医療に関する基礎調査．東京都歯科医師会会員
へのアンケート調査より．（老年歯学：23(4)、417-423、2009）

職種との連携が取れていると回答した歯科医師は約21％となっている。

20



１歯科医療機関当たり「歯科訪問診療料」の月平均算定患者延べ人数
（平成23年度検証調査）

（平成22年度改定の要点）

・「歯科訪問診療料」の評価体系を訪問診療の「時間」と「患者数」で整理。

・いずれの項目も、月

平均算定延べ患者
5.5

成 年 月

平成21年6月

「歯科訪問診療料１」の月平均算定患者延べ人数

n＝414

数は、平成21年と

比較して増加。

6.3

6.2

5.7

平成23年7月

平成23年6月

平成21年7月

0 2 4 6 8 10 (人)

「歯科訪問診療料２」の月平均算定患者延べ人数
・「歯科訪問診療料

9 4

6.5

6.2

平成23年6月

平成21年7月

平成21年6月 n＝414
・「歯科訪問診療料

２」は、2人目以降の

時間要件を30分か

ら20分に見直した

9.5

9.4

0 2 4 6 8 10

平成23年7月

平成23年6月 ら20分に見直した

影響等により増加

が顕著。

21（平成23年度検証調査）

(人)
1人の患者を診療 複数の患者を診療

20分以上 歯科訪問診療料1 歯科訪問診療料2

※



訪問歯科診療を行う際の同行者
（平成23年度検証調査）

11 9%

複数回答 単数回答（最も多い組み合わせ）
n＝1,011

3 9%

11.9%

16.9%

11.9%

歯科医師1人が同行

他の人は同行しない

0.4%

3.9%

0.9%医師1人が同行

53.0%

1 5%

67.0%

看護師1人が同行

歯科衛生士1人が同行

15.9%

0.5%

25.5%

1.5%

その他

看護師1人が同行

14.4%
11.2%無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

22（平成23年度検証調査）



訪問歯科診療の内容・満足度
（平成23年度検証調査）

6.5診察のみ

訪問歯科診療の内容 訪問歯科診療の満足度

n＝507

3 6

52.3

冠を被せる治療やブリッジの

入れ歯の製作や調整

44.6 50.9 

0.0 1.6 

14 8

14.8

3.6

歯周病の治療

むし歯の治療や歯の根の治

療

治療
2.6 0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.8

14.8

歯や口の中 入れ歯の清掃

歯を抜いた

歯周病の治療 0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても満足している 満足している

どちらでもない 不満である

とても不満である 無回答

17.9

39.3

食べ方・飲み方の訓練・指導

歯や口の中、入れ歯の清掃

方法の指導

・訪問歯科診療の内容は、「入れ歯の製作や調整」が
52.3％、「歯や口の中、入れ歯の清掃方法の指導」が

とても不満である 無回答

3.0

8.9

無回答

その他 39.3％で大きな割合をして占めている。

・訪問歯科診療の満足度は、「とても満足している」が
44.6％、「満足している」が50.9％であり、大部分の患者は

23（平成23年度検証調査）

n＝507 0.0 20.0 40.0 60.0 診療内容に満足している。



訪問歯科診療を行う際の課題
（平成23年度検証調査）

26.4%スタッフの確保
n＝1,011
複数回答可

29 6%

19.4%スタッフの同行

装置・器具の確保

複数回答可

50.2%

29.6%

装置 器具の準備

装置 器具の確保

診療報酬の
評価が低い

47.6%

43.8%
装置・器具の準備
等に時間がかかる

保険請求、介護請求
の事務処理

8 4%

27.1%

の事務処理

他機関・他職種との連携

その他

13.9%

8.4%その他

無回答

24
（平成23年度検証調査）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



在宅歯科医療における課題と今後の方向性について

昭和 年度改定以降 「歯科訪問診療料 に関しては 改定の都度 頻繁に評価体系や点数を見直してきた・昭和63年度改定以降、「歯科訪問診療料」に関しては、改定の都度、頻繁に評価体系や点数を見直してきた

ところ。なお、平成22年度改定で「歯科訪問診療料」を訪問歯科診療を行う「時間」と「人数」の分かりやすい

体系に整理。

・施設で訪問歯科診療を行う歯科医療機関は増加しているが、居宅で訪問歯科診療を行う歯科医療機関は

減少している。

・平成20年度改定で創設された「在宅療養支援歯科診療所」数はあまり伸びていない。平成20年度改定で創設された 在宅療養支援歯科診療所」数はあまり伸びていない。

・平成23年度検証調査で、

（１）同一建物居住者に対する「歯科訪問診療料２」は著しく増加。

（２）訪問歯科診療を行う際の同行者は「歯科衛生士1人」が最も多い（２）訪問歯科診療を行う際の同行者は「歯科衛生士1人」が最も多い。

（３）訪問歯科診療を行う際の課題で「診療報酬の評価が低い」などと回答した者が比較的多い。

○「歯科訪問診療料」の評価体系を見直すべきか また対象者の要件についてどのように考えるか

【今後の方向性】

○「歯科訪問診療料」の評価体系を見直すべきか。また対象者の要件についてどのように考えるか。

○一度に複数の患者に対して行う訪問歯科診療の評価についてどのように考えるか。

○在宅歯科医療における医療機関・介護の連携に関する評価についてどのように考えるか。

○「在宅療養支援歯科診療所」の評価についてどのように考えるか○「在宅療養支援歯科診療所」の評価についてどのように考えるか。

○訪問歯科診療を行う際の歯科衛生士の補助に関する評価が考えられるか。

25
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